
小牧市民病院未収金回収業務委託仕様書  

 

１  業 務 委 託 名  

  小 牧 市 民 病 院 未 収 金 回 収 業 務 委 託  

 

２  業 務 委 託 の 目 的  

  小 牧 市 民 病 院（ 以 下「 病 院 」と い う 。）に お け る 患 者 負 担 に 係 る

診 療 費（ 自 己 負 担 ）等 の 未 収 金 回 収 業 務 に つ い て 、専 門 的 な ノ ウ

ハ ウ 及 び 資 格 を 有 す る 者 を 積 極 的 に 活 用 す る こ と に よ り 、負 担 の

公 平 確 保 及 び 未 収 金 の 縮 減 を 図 る 。  

 

３  業 務 内 容  

委 託 す る 主 な 業 務 に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  

ア ．  未 収 金 回 収 に 係 る 一 切 の 業 務  

た だ し 、 訴 訟 、 調 停 、 支 払 督 促 等 の 裁 判 上 の 手 続 き に つ い て  

は 病 院 と 受 託 者 で 協 議 の も と 、 行 う も の と す る 。  

債 務 者 及 び 連 帯 保 証 人 （ 以 下 「 債 務 者 等 」 と い う 。 ） と 分 納

合 意 を す る 場 合 に は 、 事 前 に 病 院 に 報 告 し 、 了 解 を 得 る も の と

す る 。 な お 、 受 託 者 が 債 務 者 等 か ら 回 収 し た 金 銭 に つ い て は 、

毎 月 末 日 を 持 っ て 締 め 切 り 、 翌 月 の 20日 （ 当 該 日 が 日 曜 日 、 土

曜 日 又 は 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23年 法 律 第 178号 ） に 規

定 す る 休 日 に あ た る 場 合 に は 、 そ の 翌 日 ） ま で に 、 そ の 金 額 を

病 院 が 指 定 す る 金 融 機 関 口 座 宛 て に 送 金 す る こ と と し 、 そ の 送

金 手 数 料 は 受 託 者 の 負 担 と す る 。  

 

イ ． 報 告 業 務  

(1)定 期 報 告  

毎 月 末 時 点 に お い て 、 次 の 内 容 が 記 載 さ れ た 報 告 書 を 翌 月 の

10日 （ 当 該 日 が 日 曜 日 、 土 曜 日 又 は 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 23年 法 律 第 17 8号 ） に 規 定 す る 休 日 に あ た る 場 合 に は 、 そ

の 翌 日 ） ま で に 病 院 に 報 告 す る 。  

①  前 月 末 ま で に 債 務 者 等 か ら 回 収 し た 金 銭 の 債 権 者 等 ご と の

入 金 内 訳  



②  債 務 者 等 ご と の 対 応 状 況  

③  そ の 他 病 院 が 別 途 指 定 す る 情 報  

(2)随 時 報 告  

   次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、速 や か に 病 院 に 報 告 す る こ

と と す る 。  

①  委 託 し た 債 権 が ３ の ウ の た だ し 書 き に 該 当 す る こ と が 判 明

し た 場 合  

  ② 支 払 方 法 相 談 の 結 果 、 債 務 者 等 と 分 納 合 意 す る 場 合  

   ③ 債 務 者 等 と ト ラ ブ ル が 発 生 し た 場 合 及 び 債 務 者 等 か ら 苦 情

が あ っ た 場 合  

④  そ の 他 債 務 者 等 の 状 況 等 に つ い て 、病 院 が 個 別 に 照 会 し た 場   

合  

 
ウ ． 委 託 の 対 象 に な る 債 権  

委 託 す る 債 権 は 、 未 収 発 生 後 ６ ヶ 月 を 経 過 し た も の で 、 次 の

① か ら ⑧ を 除 く 債 権 と す る 。  

た だ し 、 委 託 後 に ① か ら ⑧ に 該 当 す る こ と が 判 明 し た 債 権 並

び に 時 効 期 間 が 完 了 し 時 効 の 援 用 が 書 面 で さ れ た 債 権 は 、 速 や

か に 報 告 し 委 託 債 権 か ら 除 外 す る 。  

当 初 の 委 託 見 込 み 債 権 額 は 、 約 ７ ６ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 と す

る 。  

（ な お 、病 院 が 必 要 と 認 め る 時 期 に 追 加 で 委 託 す る こ と が あ る 。） 

①   診 療 内 容 等 に よ り 法 律 上 の 争 い が あ る 債 権  

②   破 産 ・ 免 責 と な っ た 債 務 者 に 係 る 債 権 （ 連 帯 保 証 人 の あ

る も の を 除 く ）  

  ③  債 務 者 が 死 亡 又 は 受 刑 中 等 で あ り 、 連 帯 保 証 人 が な く 、

か つ 相 続 人 が 判 明 し な い 債 権  

  ④  相 続 放 棄 等 に よ り 、 支 払 義 務 者 が 存 続 し な い 債 権  

⑤   分 割 納 付 中 又 は 支 払 方 法 等 に つ い て 病 院 と 相 談 中 の 債 権  

  ⑥  債 務 者 等 と の 利 益 相 反 な ど 正 当 な 理 由 が あ っ て 受 託 者 が

受 託 で き な い 債 権 （ な お 、 受 託 者 に お い て は 、 債 務 者 等 の

氏 名 が 判 明 次 第 、 「 正 当 な 理 由 が あ っ て 受 託 者 が 受 託 で き

な い 債 権 の 有 無 」 に つ い て 速 や か に 調 査 を 実 施 し 、 そ の 結



果 を 文 書 に て 病 院 に 通 知 す る も の と す る 。 ）  

⑦  病 院 で 督 促 ・ 回 収 を 行 う と 判 断 し た 債 権  

  ⑧  そ の 他 、 病 院 が 委 託 す る こ と が 適 切 で な い と 判 断 し た 債

権  

 

４  受 託 者 に 提 供 す る 情 報  

(1)  未 払 患 者 本 人 の 基 本 情 報  

病 院 は 、債 権 未 払 患 者 本 人 の Ｉ Ｄ 、氏 名 、生 年 月 日 、住 所（ 病

院 が 把 握 し て い る 情 報 で あ り 、 現 住 所 を 保 証 す る も の で は な

い 。）、電 話 番 号（ 判 明 し て い る 場 合 ）、未 収 金 全 額 、当 該 未 収 金

に 係 る 診 療 日 等 の 情 報 を 提 供 す る 。  

(2)  連 帯 保 証 人 の 情 報  

病 院 は 、連 帯 保 証 人 が あ る 場 合 は 、受 託 者 と 協 議 を し 、随 時 、

連 帯 保 証 人 の 基 本 情 報 と し て 氏 名 、 生 年 月 日 、 住 所 （ 病 院 が 把

握 し て い る 情 報 で あ り 、 現 住 所 を 保 証 す る も の で は な い 。）、 電

話 番 号（ 判 明 し て い る 場 合 ）、未 収 金 全 額 、未 払 患 者 と の 関 係 を

提 供 す る こ と が で き る 。  

(3)  そ の 他 の 情 報  

病 院 に お い て 、 催 告 を 実 施 す る 過 程 等 に お い て 取 得 し た 情 報

で あ っ て 、 当 該 情 報 を 提 供 す る こ と に よ っ て 、 受 託 者 が 行 う 業

務 が 円 滑 に 進 む も の と 病 院 が 認 め る 情 報 を 提 供 す る 。  

な お 、 受 託 者 は 、 病 院 か ら 提 供 さ れ た 債 務 者 等 の 個 人 情 報 及

び 業 務 上 知 り 得 た 個 人 情 報 に つ い て は 、「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す

る 法 律 」（ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ）及 び「 個 人 情 報 等 情 報 資 産

に 関 す る 特 記 事 項 」 を 厳 守 し 、 個 人 情 報 を 適 切 に 管 理 す る と と

も に 、 そ の 取 扱 い に は 慎 重 を 期 し 、 受 託 期 間 及 び 受 託 期 間 終 了

後 に お い て も 第 三 者 に 漏 え い 等 が 生 じ な い よ う に す る こ と 。  

 

５  契 約 期 間  

  契 約 締 結 日 か ら 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

 

 

６  受 託 者 の 告 示 に つ い て  



  病 院 は 受 託 者 に よ る 本 件 業 務 委 託 の 実 施 に 先 立 ち 、地 方 公 営 企

業 法 施 行 令（ 昭 和 27 年 政 令 第 40 3 号 ）第 26 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 収 納 事 務 を 委 託 し た 旨 の 告 示 を す る 。  

 

７  委 託 料 に つ い て  

  委 託 料 は 成 功 報 酬 ま た は 訴 訟 、調 停 、支 払 督 促 等 の 裁 判 上 の 手

続 き に 関 わ る 費 用 の み と し 、 そ の 取 扱 い は 次 の と お り と す る 。  

(1)委 託 料 の 算 出  

委 託 料 は 各 月 の 回 収 し た 債 権 の 合 計 額 に 成 功 報 酬 率 を 乗 じ て

得 た 額 （ 小 数 点 以 下 四 捨 五 入 ） に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 （ 小 数

点 以 下 切 り 捨 て ） を 加 算 し た 額 と す る 。 た だ し 、 訴 訟 、 調 停 、

支 払 督 促 等 の 裁 判 上 の 手 続 き に つ い て は 病 院 と 受 託 者 で 協 議 の

上 、 決 定 す る も の と す る 。  

委 託 し た 債 権 に つ い て 、 契 約 期 間 中 に 債 務 者 等 が 病 院 に 直 接

支 払 っ た 場 合 に は 、 委 託 者 が 回 収 し た も の と み な す 。  

(2)委 託 料 の 支 払 方 法  

病 院 は 契 約 に 基 づ く 適 法 な 請 求 を 受 領 し た 日 か ら 30日 以 内 に

委 託 料 を 支 払 う 。  

 

８  業 務 改 善 指 示  

   病 院 は 上 記 ３ の イ に 定 め ら れ た 報 告 業 務 に 基 づ い て 、受 注 者

か ら 提 出 さ れ た 報 告 内 容 を 精 査 し 、回 収 業 務 の 進 捗 状 況 が 不 十

分 で あ る と 判 断 し た 場 合 に は 、受 注 者 に 対 し 、業 務 改 善 指 示 を

行 う こ と が で き る 。  

 

９  契 約 の 解 除  

   病 院 は 、受 注 者 が 上 記 ８ に 定 め ら れ た 業 務 改 善 指 示 に 従 わ な

い 場 合 、上 記 ４ の（ ３ ）の な お 書 き に 違 反 し た 場 合 及 び 本 件 業

務 を 執 行 す る 見 込 み が な い と 認 め ら れ る 場 合 に お い て は 、受 注

者 の 同 意 を 得 ず に 契 約 を 解 除 す る 権 利 を 有 す る 。  

 

 

 



10 そ の 他  

 (1)  本 仕 様 書 に 記 載 の な い 事 項 及 び 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、受 託 者

は 病 院 と 十 分 協 議 し て 、 決 定 す る も の と す る 。  

 (2)  受 託 者 は 、契 約 終 了 時 に は 、委 託 し た 全 て の 債 権 に 対 す る 対

応 状 況 の 書 類 等 を 全 て 病 院 に 引 き 継 ぐ こ と と す る 。  

(3)  受 託 者 は 、契 約 終 了 後 、債 務 者 等 が 誤 っ て 受 託 者 に 支 払 っ た

場 合 に は 、 そ の 旨 病 院 に 連 絡 を し て 指 示 を 仰 ぐ こ と と す る 。  

 


